
新座市総合計画審議会（令和３年度第１回）
次第

日時 令和４年１月２４日（月）午後６時 
場所 新座市役所本庁舎５階 全員協議会室
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１ 開会
２ 市長挨拶 新座市長 並木 傑
３ 会長挨拶 新座市総合計画審議会会長 星野 敦子
４ 第５次新座市総合計画について
５ 新座市総合計画審議会の概要及び審議経過について
６ 新座市総合計画審議会の委員紹介
７ 第５次新座市総合計画基本構想（素案）の修正点について 
８ 新座市総合計画審議会の審議スケジュールについて
９ その他
10 閉会



４ 第５次新座市総合計画について
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 第１章 計画策定の背景
  第１節 策定の趣旨       「序論」 ４~５ページ

  総合計画とは、まちづくりを進めていく上で最も重要な計画

   【位置付けている内容】
   ・ 理想とするまちの将来像
   ・ 理想を実現するための考え方や手法 

 今後の市の発展に向けて重要な要素を明らかにして示すもの
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 第１章 計画策定の背景
  第１節 策定の趣旨       「序論」 ４~５ページ

【これまでの変遷】

第１次新座市総合振興計画（基本構想） 昭和４８年度～昭和５９年度

第２次新座市基本構想総合振興計画   昭和６０年度～平成１２年度

第３次新座市基本構想総合振興計画   平成１３年度～平成２２年度

第４次新座市基本構想総合振興計画   平成２３年度～令和 ２年度
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 第１章 計画策定の背景
  第１節 策定の趣旨       「序論」 ４~５ページ

 当初、令和２年度までに策定し、令和３年度から推進することを
予定していた第５次新座市総合計画については、

・新型コロナウイルス感染症の影響
・総合計画の裏付けとなる今後の財政見通しを立てることが困難と 
 なったこと

を理由とし、策定を２年先送ることとし、本市を取り巻く社会状況
や課題を改めて整理することとした。
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②基本計画

③実施計画

①基本構想

第３節 計画の構成と期間    「序論」 ７ページ

《第５次新座市総合計画の構成》
 基本構想、基本計画、実施計画の３層構成

① 基本構想⇒この度素案を修正した部分
       （審議会による審議対象部分） 
  【令和５年度～令和１４年度 (１０年間)】
     理想と考えるまちの将来像やまちづくりの大きな方向性を示すもの

② 基本計画
【前期：令和５年度～令和９年度 後期：令和１０年度～令和１４年度 (各５年間)】
   基本構想の実現のために、福祉や教育、都市整備など各分野の方向性を整理するもの

③ 実施計画
【毎年度策定（３年間)】
   基本計画で整理した方向性に基づき、具体的な取組を年度別に明らかに 
   するもの 6



第２節 策定の視点      「序論」６ページ      

（１） 持続可能なまちの実現に向けた計画 
      人口減少・少子高齢化の進行を見据え、持続可能なまちの実現  
     に向けた計画とする。また、SDGｓの達成につながる計画とする。
（２） 財政状況を踏まえた実効性のある計画
      新座市の財政状況を踏まえ、施策・事業内容について検証し、
     実効性のある計画とする。
（３） 市民に分かりやすく職員が活用しやすい計画
      従来の計画体系を見直し、シンプルな構成で、市民に分かりや   
     すく、職員が活用しやすい計画とする。
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５ 新座市総合計画審議会の概要
  及び審議経過について
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 新座市総合計画策定条例
                  平成31年3月20日 条例第1号

 （目的）

第1条 この条例は、総合計画の策定に関し必要な事項を定めることにより、総合的かつ計画的な市政運営に資することを目的
とする。

 （定義）

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) 総合計画 市のまちづくりの指針となるもので、基本構想、基本計画及び実施計画からなるものをいう。

 (2) 基本構想 市が目指すべき将来都市像及びこれを実現するための政策を示すものをいう。

 (3) 基本計画 基本構想を実現するための施策を体系的に示す計画をいう。

 (4) 実施計画 基本計画を実現するための事業を具体的に示す計画をいう。

 （総合計画の策定）

第3条 市は、総合的かつ計画的な市政運営を図るため、市の最上位の計画として総合計画を策定するものとする。

 （審議会への諮問）

第4条 市長は、基本構想を策定し、又は変更しようとするときは、第9条に規定する新座市総合計画審議会に諮問するものと
する。

 （議会の議決）

第5条 市長は、基本構想を策定し、又は変更するときは、議会の議決を経なければならない。

 （公表）

第6条 市長は、総合計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。

 （策定後の措置）

第7条 市長は、総合計画を計画的に実施するために必要な措置を講じるものとする。

2 市長は、総合計画の実施状況を公表するものとする。

 （総合計画との整合）

第8条 市は、個別の行政分野に関する計画を策定し、又は変更するに当たっては、総合計画との整合を図るものとする。

 （総合計画審議会の設置）

第9条 市長の諮問に応じ、基本構想の策定又は変更に関し必要な事項を調査審議するため、新座市総合計画審議会(以下「審
議会」という。)を置く。

 （組織）

第10条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

 (1) 学識経験者

 (2) 公共的団体等の代表者

 (3) 市民

 （任期）

第11条 審議会の委員の任期は、第9条に規定する市長の諮問に係る調査審議が終了するまでの期間とする。

 （会長及び副会長）

第12条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

 （会議）

第13条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 （庶務）

第14条 審議会の庶務は、総合政策部において処理する。

 （委任）

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

   附 則

 （施行期日）

1 この条例は、公布の日から施行する。

 （新座市基本構想総合振興計画審議会条例の廃止）

2 新座市基本構想総合振興計画審議会条例(平成21年新座市条例第1号)は、廃止する。



新座市総合計画審議会の審議経過

令和４年１月
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開催時期 回 審議内容
令和元年１０月３１日 令和元年度第１回 ・趣旨説明、基本構想全体の説明

・会長・副会長の選任等
令和元年１１月２６日 令和元年度第２回 ・新座市の財政状況について

・将来都市像について
・「基本構想の推進のために」の審議

令和元年１２月１８日 令和元年度第３回 ・基本政策１【福祉健康】の審議
・パブコメ結果に対する市の考え方の提示

令和２年 １月３１日 令和元年度第４回 ・基本政策２【教育文化】の審議
令和２年 ３月２３日
    ～同月３１日

令和元年度第５回
 （書面開催）

・基本政策３【都市整備】の審議

※新型コロナウイルスの影響等により、総合計画の策定を２年先送りしたことに伴い、審議会での審議を中断



６ 新座市総合計画審議会の
  委員紹介
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新座市総合計画審議会委員
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令和元年度時点   令和３年度現在

No. 所属 氏名   No. 所属 氏名 

1 十文字学園女子大学
人間生活学部児童教育学科教授 

星野 敦子 会長   1 十文字学園女子大学
教育人文学部児童教育学科教授 

星野 敦子 会長

2 立教大学
コミュニティ福祉学部コミュニティ政策学科教授

原田 晃樹 副会
長

  2 立教大学
コミュニティ福祉学部コミュニティ政策学科教授

原田 晃樹 副会
長

3 跡見学園女子大学
観光コミュニティ学部コミュニティデザイン学科教授

坪原 紳二 委員   3 跡見学園女子大学
観光コミュニティ学部コミュニティデザイン学科教授

坪原 紳二 委員

4 東洋大学名誉教授 藤井 敏信 委員   4 東洋大学名誉教授 藤井 敏信 委員

5 明成法務司法書士法人代表 高橋 遼太 委員   5 明成法務司法書士法人代表 高橋 遼太 委員

6 村上法律事務所 村上 俊之 委員   6 村上法律事務所 村上 俊之 委員

7 新座市町内会連合会会長 赤川 治男 委員   7 新座市町内会連合会元会長 赤川 治男 委員

8 新座市商工会専務理事 山野辺範一 委員   8 新座市商工会専務理事 山野辺範一 委員

9 社会福祉法人新座市障害者を守る会理事長 石井 英子 委員   9 社会福祉法人新座市障害者を守る会理事長 石井 英子 委員

10 新座市社会福祉協議会事務局長 高野 光雄 委員   10 新座市社会福祉協議会事務局長 高野 光雄 委員

11 新座市ＰＴＡ・保護者会連合会会長 刈田 友枝 委員   11 新座市ＰＴＡ・保護者会連合会元会長 刈田 友枝 委員

12 新座市文化協会副会長 伊藤まり子 委員   12 新座市文化協会副会長 伊藤まり子 委員

13 （公募による市民） 納谷 眞 委員   13 （公募による市民） 納谷 眞 委員

14 （公募による市民） 内藤 幸代 委員   14 （公募による市民） 内藤 幸代 委員

15 （公募による市民） 津川 清美 委員   15 （公募による市民） 津川 清美 委員

16 （公募による市民） 肥田菜美子 委員 ⇒都合に
より退任

       

17 （公募による市民） 鈴木 芳宗 委員        

18 （立教大学学生） 香川 弘樹 委員 ⇒新たな
委員の選
出

16 （立教大学学生） 鎌田 万葉 委員

19 （十文字学園女子大学学生） 会田 晶子 委員 17 （十文字学園女子大学学生） 杉山 菫 委員

20 （跡見学園女子大学学生） 前田穂奈実 委員 18 （跡見学園女子大学学生） 森 倖奈 委員



７ 第５次新座市総合計画基本
  構想（素案）の修正点について
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第１編 序論 
 第１章 計画策定の背景・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３  
  第１節 策定の趣旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４  
  第２節 策定の視点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６  
  第３節 計画の構成と期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７  
 第２章 新座市の現況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９  
  第１節 新座市を取り巻く社会状況・・・・・・・・・・・・・・・・１０  
  第２節 新座市の概況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３  
  第３節 新座市の人口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５  
  第４節 新座市の財政状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８  
  第５節 市民意識・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０  
  第６節 まちづくりの基本的な課題・・・・・・・・・・・・・・・・３３  
 
第２編 基本構想 
 第１章 基本方向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３７  
 第２章 将来都市像・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３８  
 第３章 基本政策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０  
  基本政策１ 誰もが幸せを感じるまち【福祉健康】・・・・・・・・・４０  
  基本政策２ 生きる力と生きがいを育むまち【教育文化】・・・・・・４２  
  基本政策３ やすらぎと利便性が共存するまち【都市整備】・・・・・４４  
  基本政策４ にぎわいと環境が調和するまち【市民生活】・・・・・・４６  
  基本政策５ 安全・安心を実感できるまち【安全安心】・・・・・・・４８  
  基本構想の推進のために・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５０  



第２章 新座市の現況                                                       第１節 新座市を取り巻く社会状況    「序論」１０～１２ページ

⑴ 新型コロナウイルスの影響
 ・ 新型コロナウイルスの発生は、人々の生活を一変させた。
 ・ 社会変容を踏まえたウィズコロナ・ポストコロナの取組が求められる。

⑵ 人口減少・少子高齢化の進行
 ・ 【総人口】平成２７年  １億２，０７９万人➡令和３５年  １億人を下回る予想
 ・ 人口減少に伴う自治体の存続に対する危機感が強まる。

⑶ 安全・安心な環境づくりの重要性
 ・ 大規模化する自然災害への対策
 ・ 高度成長期以降に整備した社会資本の老朽化への対応
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第２章 新座市の現況                                                      第１節 新座市を取り巻く社会状況    「序論」１０～１２ページ

⑷ 技術革新の進展
 ・ 先端技術を取り入れ、経済発展と社会的課題の解決を両立
   ➡「Socirty5.0」の実現へ
 ・ 社会全体のDX化が加速

⑸ SDGｓの達成に向けた取組
 ・ 国連加盟国が令和１２年までに取り組む国際目標
 ・ 多様なステークホルダーによる取組の活性化が求められる。

16



第６節 まちづくりの基本的な課題   「序論」３３～３４ページ

  新座市を取り巻く社会状況や市民意識調査を通じて把握した市民のニーズ
 などを考慮し、今後、１０年間に取り組むべき課題を次のとおり整理した。

  【子育てと子どもの成長を支えるまちをつくる】
     ・子育て支援施策の推進  ・将来を見据えた教育環境の整備
  【安全・安心なまちをつくる】
     ・大規模災害・防災・減災の取組強化
   ・「自助」、「互助」、「共助」、「公助」の支え合い
      ・公共施設等の更新・統廃合・長寿命化などの計画的な実施
  【魅力的で住みやすいまちをつくる】
     ・市民が住み続けたいと感じ、市外の人に住んでみたいと思ってもらうための取組の推進
   ・新座市のブランド力の向上
   ・ウィズコロナ・ポストコロナ社会を見据えたまちづくりの推進 17



第１章 基本方向         「基本構想」３７ページ

新座市が目指すまちづくりの三つの基本方向

①  子どもがのびのびと育つまち
      みんなで子育てを応援し、未来を担う子どもたちが健やかにのびのびと
 育つことができるまちづくり
②  安心して暮らすことができるまち
     「自助」､「互助」、「共助」､「公助」の理念を踏まえつつ、一人一人が日常に幸せ 
 を感じながら、安心して暮らすことができるまちづくり
③  住みやすく魅力的なまち
      豊かな自然と都市の利便性が調和した理想的な住環境の中で、誰もが誇りを 
 持って充実した生活を送ることができる、魅力があふれるまちづくり
    18



第２章 将来都市像            「基本構想」３８ページ    

          人口減少・少子高齢化という全国的な問題が進行する中でも、
         新座市が、今ある魅力を更に磨いて未来につなぎ、これからも
           ずっと「プラス」が生まれる人々の笑顔と活気にあふれた豊か
           なまちであることを目指して掲げたもの。

未来もずっと   暮らしに『プラス』が生まれる豊かなまち   新座

19



基本政策 施策領域
基本政策１
誰もが幸せを感じるまち【福祉健康】

子育て支援／高齢者福祉／障がい者福祉／生活困窮者支援／
健康づくり・保健衛生／国民健康保険・国民年金／地域福祉

基本政策２
生きる力と生きがいを育むまち【教育文化】

就学前教育／学校教育／青少年健全育成／生涯学習／文化芸術 
／スポーツ・レクリエーション

基本政策３
やすらぎと利便性が共存するまち【都市整備】

都市づくり／公共交通網／公園・緑地／道路／河川・水路／
上水道／下水道

基本政策４
にぎわいと環境が調和するまち【市民生活】

地域活動／産業振興／環境衛生

基本政策５
安全・安心を実感できるまち【安全安心】

危機管理

基本構想の推進のために 共創のまちづくり／人権／シティプロモーション／行財政運営

第３章 基本政策      「基本構想」４０～５１ページ
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目次 頁数 主な修正点
第１編

序論

第１章 計画策
定の背
景

第１節 策定の趣旨 ４～ ・総合計画の策定を２年先送った経緯の説明を追加

第２節 策定の視点 ６ ・計画策定の視点として、ＳＤＧｓの達成につなげる旨を追加

第３節 計画の構成と期間 ７ ・推進期間の年度を修正

第２章 新座の
現況

第１節 新座市を取り巻く
社会状況

10～ ・「新型コロナウイルスの影響」の項目を追加
・Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０、ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）の記載を
 追加／ＳＤＧｓの記載を拡充

第２節 新座市の概況 13～  

第３節 新座市の人口 15～ ・人口の情報の数値を更新

第４節 新座市の財政状況 18～ ・本市の財政状況の説明を拡充
・歳出・歳入の数値を更新 

第５節 市民意識 20～ ・内閣府が実施する国民調査結果（令和３年度実施）のデータを追加

第６節 まちづくりの基本
的な課題

33～ ・新型コロナウイルス感染症、ＳＤＧｓ、Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０、ＤＸ（デジタ
 ル・トランスフォーメーション）の記載を追加 

第２編 

基本
構想

第１章 基本方向 37  

第２章 将来都市像 38～

第３章 基本政策 40～ ・施策領域の一部組替え
・「施策領域の基本方針」の記載を追加  21

基本構想（素案）の主な修正点



８ 新座市総合計画審議会の
  審議スケジュールについて

22
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令和３年度 令和４年度
１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

新座市総合計
画審議会

庁内

基本
構想

基本
計画

実施
計画

市民 基本構想
パブコメ

第５次新座市総合計画策定スケジュール

基本計画
パブコメ

調査審議
（月１回の会議開催を予定）

答
申

議案とし
て提出

基本計画
決定

実施計画
決定

議案参考
資料とし
て提出

職員による庁内案の検討

職員による庁内案の検討

審議会からの答申及び意
見を踏まえ、１２月議会
への提案に向けた最終案
の検討
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令和３年度 令和４年度
１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

新
座
市
総
合
計
画
審
議
会

新座市総合計画審議会審議スケジュール

調査審議
（月１回の会議開催を予定）

答
申

24

開催
時期

１月24日 ２月17日 ３月25日 ４月 ５月 ６月

審議
内容

・趣旨説明、基
本構想全体の説
明
・今後のスケ
ジュールについ
て

・基本政策１
【福祉健康】の
審議
施策領域７つ
・基本政策２
【教育文化】の
審議
施策領域６つ

・基本政策３
【都市整備】の
審議
施策領域７つ
・パブコメ結果
に対する市の考
え方の提示

・基本政策４
【市民生活】の
審議
施策領域３つ
・基本政策５
【安全安心】の
審議
施策領域１つ

・「基本構想の
推進のために」
の審議
施策領域４つ

・答申案につい
て
・答申


